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(57)【要約】
【課題】高い熱浸透率を有し、さらに生分解性も備えた冷却油および該冷却油を用いた冷
却方法を提供する。
【解決手段】冷却油は、エステルおよびエーテルのうち少なくともいずれかを配合してな
り、前記エステルおよびエーテルは、主鎖両末端がいずれも芳香族基である。本発明の冷
却油は、熱浸透率が高くしかも生分解性を備えているので、特に電気自動車やハイブリッ
ド車などの電動モーター装着車のモーター冷却用として好適に使用できる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エステルおよびエーテルのうち少なくともいずれかを配合してなる冷却油であって、
　前記エステルおよびエーテルは、主鎖両末端がいずれも芳香族基である
　ことを特徴とする冷却油。
【請求項２】
　請求項１に記載の冷却油において、
　前記主鎖両末端がいずれもフェニル基である
　ことを特徴とする冷却油。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の冷却油において、
　前記主鎖が分岐を有さない
　ことを特徴とする冷却油。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の冷却油において、
　８０℃における熱浸透率が５００J／ｓ０．５・ｍ２・Ｋ以上である
　ことを特徴とする冷却油。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の冷却油により冷却する
　ことを特徴とする冷却方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の冷却方法により機器を冷却する
　ことを特徴とする冷却方法
【請求項７】
　請求項６に記載の冷却方法において
　前記機器がモーター、バッテリーおよびインバーターのうち少なくともいずれかである
　ことを特徴とする冷却方法
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載の冷却方法において、
　前記機器が電動モーター装着車に用いられる
　ことを特徴とする冷却方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は冷却油および冷却方法に関し、詳しくは、モーター等の機器を効率よく冷却す
る冷却油およびそれを用いた冷却方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電気自動車やハイブリッド車の高性能化によりモーターの出力密度が上がり、発
熱量が増加している。それに対応するため、モーターの高効率化による発熱量の低減、コ
イルや磁石等の耐熱性の向上とともに、種々の冷却設計が工夫されている。冷却法には空
冷、水冷および油冷がある。空冷は、大きな冷却容量を確保するのが難しい。水冷は、水
の熱伝導率が高いので冷却性には優れるが、導電性があるためモーターコイルを直接冷却
できず、冷却パイプを張り巡らせる必要が生じて冷却装置が大きくなる欠点がある。
　一方、油冷方式は上述した欠点がなく、コンパクトな設計も可能なため、ハイブリッド
車や電気自動車のモーター冷却用として好ましい。
【０００３】
　このような、モーター冷却に使用される油例方式の油としては、例えば、低粘度の鉱物
油や合成油に（Ａ）炭化水素基含有ジチオリン酸亜鉛、（Ｂ）トリアリールホスフェート
、および（Ｃ）トリアリールチオホスフェートのうち少なくともいずれかを配合してなる
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組成物が提案されている（特許文献１参照）。また、エステル系合成油を基油全量基準で
１０質量％以上、１００質量％以下含有し、４０℃における動粘度１５ｍｍ２／ｓ未満、
粘度指数１２０以上、１５℃における密度０．８５ｇ／ｃｍ３以上である基油を用いた熱
伝達係数が７８０Ｗ／ｍ２・℃以上である組成物（特許文献２参照）も同様の冷却油とし
て提案されている。上述の各文献で提案された冷却油は、電気絶縁性や冷却性に優れてお
り、電気自動車またはハイブリッド車等の電動モーター装着車に好適に用いられるとの記
載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００２／０９７０１７号公報
【特許文献２】特開２００９－２４２５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の特許文献１では、組成物の冷却性については低粘度にすることしか触れておらず
、冷却性能に関しては何のデータも開示されていない。また、実施例に基油として記載さ
れているネオペンチルグリコール２－エチルヘキサン酸ジエステルやアルキルベンゼンは
、熱伝導率が低く冷却性がよいとは言えない。さらに、アルキル芳香族化合物は、生分解
性がなく高い生体濃縮性があり、特に有機熱媒体として使用されているアルキルジフェニ
ルやアルキルナフタレンなどは化審法の第一種監視化学物質として自主管理が求められて
いる。また、特許文献２において具体的に開示されているエステル化合物は、アゼライン
酸ジ２－エチルヘキシル、ネオペンチルグリコール２－エチルヘキサン酸ジエステル、オ
レイン酸２－エチルヘキシルであるが、熱伝導率が低く好ましくない。
【０００６】
　ところで、流体による冷却性を示す尺度として「熱伝達係数（単位面積、単位温度、単
位時間あたりの伝熱量）」があり、この値が大きいほど冷却性に優れる。熱伝達係数は物
性値ではなく流速や材質などの条件により変化する値なので、設計により増大させること
ができるため、この値を高める設計工夫がなされている。
　強制対流冷却の場合、熱伝達係数は、ヌッセルト数、レイノルズ数およびプラントル数
が関係するので流体の物性値としては、動粘度、熱伝導率、比熱および密度が冷却性に影
響する。すなわち、動粘度は小さいほど、熱伝導率、比熱および密度は大きいほど冷却性
に優れる。したがって、従来は冷却油を低粘度化して乱流領域で強制対流させて冷却性能
を上げることが検討されていた。しかしながら、低粘度化すると冷却性は向上するが、冷
却油の流路に摺動部があると、十分な油膜厚さが確保できず潤滑不良となるため、必要最
低限の限界粘度は摺動部の構造により決まることになる。それ故、同じ動粘度でも熱伝導
率、比熱および密度が大きい油ほど冷却性が良いことになる。
　例えば、温度が均一な板の強制対流条件下での理論上の熱伝達係数は、動粘度以外は、
熱伝導率の３分の２乗、比熱の３分の１乗、および密度の３分の１乗の積に比例する。ま
た垂直平板における自然対流条件の理論上の熱伝達係数には動粘度は影響せず、熱伝導率
の４分の３乗、比熱の４分の１乗、および密度の４分の１乗の積に比例する。
【０００７】
　ここで、モーターの発熱はコイルのジュール発熱損失（銅損）が大半を占めるため、コ
イル銅線束の狭い隙間を冷却するのが有効であるが、狭い隙間の冷却に対流効果は殆ど期
待できないので、銅線束内の冷却性は冷却油の熱浸透率（熱を奪い取る能力の指標、熱浸
透率＝（密度×比熱×熱伝導率）１／２）で評価することが妥当だと考えられる。
　しかしながら、ある一つの分子構造で密度、比熱および熱伝導率全てを大きくすること
は、各物性に影響を与える因子がそれぞれ相違するため不可能に近い。よって、その積が
最大となる様な化合物を分子設計する必要があるが、その様な分子設計指針は全く知られ
ておらず、高い熱浸透率を保有する化合物群を見出すのは大変困難な状況である。また、
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電気自動車やハイブリッド車のような電動モーター装着車は、炭酸ガス排出量の削減に貢
献できるので地球温暖化防止を図れ環境に優しいと言われるが、そのためには、使用され
る冷却油にも環境に優しい性質すなわち生分解性を持つことが望まれる。
【０００８】
　そこで本発明は、高い熱浸透率を有し、さらに生分解性も備えた冷却油および該冷却油
を用いた冷却方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決すべく、本発明は以下のような冷却油および冷却方法を提供するもので
ある。
（１）エステルおよびエーテルのうち少なくともいずれかを配合してなる冷却油であって
、前記エステルおよびエーテルは、主鎖両末端がいずれも芳香族基であることを特徴とす
る冷却油。
（２）上述の（１）に記載の冷却油において、前記主鎖両末端がいずれもフェニル基であ
ることを特徴とする冷却油。
（３）上述の（１）または（２）に記載の冷却油において、前記主鎖が分岐を有さないこ
とを特徴とする冷却油。
（４）上述の（１）から（３）までのいずれか一つに記載の冷却油において、８０℃にお
ける熱浸透率が５００J／ｓ０．５・ｍ２・Ｋ以上であることを特徴とする冷却油。
（５）上述の（１）から（４）までのいずれか１つに記載の冷却油により冷却することを
特徴とする冷却方法。
（６）上述の（５）に記載の冷却方法により機器を冷却することを特徴とする冷却方法。
（７）上述の（６）に記載の冷却方法において、前記機器がモーター、バッテリーおよび
インバーターのうち少なくともいずれかであることを特徴とする冷却方法
（８）上述の（６）または（７）に記載の冷却方法において、前記機器が電動モーター装
着車に用いられることを特徴とする冷却方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の冷却油によれば、熱浸透率が高く冷却性に優れるとともに、生分解性にも優れ
る。それ故、電気自動車や、ハイブリッド車等の電動モーター装着車に用いられるモータ
ーの冷却用として好適である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の冷却油は、（以下、単に「本冷却油」ともいう。）は、エステルおよびエーテ
ルのうち少なくともいずれかを配合してなり、前記エステルおよびエーテルは、主鎖両末
端がいずれも芳香族基である。ここで、主鎖とは分子中で一番長い鎖状構造部分をいうが
芳香環は含まない。また、主鎖中にカルボキシル基やエーテル基が存在してもよい。
　以下に、本発明を詳細に説明する。
【００１２】
　本冷却油の主成分（基油）はエステルまたはエーテルであって、主鎖両末端がいずれも
芳香族基すなわち芳香環である。主鎖の両末端に芳香環が存在すると、分子振動が環全体
で起こり振動エネルギーが分散しないように制御することができる。また芳香環は密度を
高くする効果もある。また、主鎖中にエーテル結合やエステル結合があっても上述した振
動への悪影響はなく、化合物全体に生分解性を付与できる。
　芳香環としては、単環でも多環でもよいが、ナフタレン環やアントラセン環のような多
環芳香族であると生分解性に劣り、また動粘度が高くなりすぎるおそれがある。従って、
単環であるベンゼン環（フェニル基）が最も好ましい。また、芳香環（芳香族基）には主
鎖以外に各種の置換基が結合していてもよい。例えば、メチル基やエチル基のような炭化
水素基が一つ以上芳香環に結合していてもよい。ただし、熱伝導率を高くする観点より、
このような置換基はないことが好ましい。
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【００１３】
　また、熱伝導率を高くするためには、分子間の衝突による熱振動エネルギーの授受を良
くすることと、分子内で振動エネルギーが拡散しない様にする分子設計が重要である。分
子間の衝突頻度を増やすには、分子の主鎖を長くして、炭素－炭素結合間の回転運動によ
り分子末端の可動範囲を広くすることが有効である。
　それ故、本発明におけるエステルやエーテルの主鎖のメチレン基およびエーテル基の総
数は３以上であることが好ましく、４以上であることがより好ましい。ただし、動粘度が
高くなり過ぎないように、５０以下であることが好ましく、４０以下であることがより好
ましい。
【００１４】
　さらにまた、分子内で振動エネルギーを拡散させずに分子主鎖に集約されたままにする
には、振動エネルギーを拡散させるような分岐を有さないことが好ましい。具体的には、
メチル基やエチル基などの短鎖分岐を無くすことが重要である。それ故、本発明における
エステルやエーテルの主鎖には、メチル基やエチル基などの炭素数４以下の分岐を有さな
いことが好ましい。
【００１５】
　上述したエステルは、通常のエステル製造法で製造すれば良く、特に制限はない。例え
ば、カルボン酸とアルコールの脱水反応やエステル交換反応などで容易に製造することが
できる。
　カルボン酸としては、安息香酸、トルイル酸、フェニル酢酸、およびフェノキシ酢酸な
どのモノカルボン酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、および１，１０－デカメ
チレンジカルボン酸などのジカルボン酸、およびこれらの誘導体であるカルボン酸エステ
ル，カルボン酸塩化物などが用いられる。
　アルコールとしては、ベンジルアルコール、２－フェネチルアルコール、２－フェノキ
シエタノール、エチレングリコールモノベンジルエーテル、エチレングリコールモノフェ
ニルエーテル、ジエチレングリコールモノベンジルエーテル、ジエチレングリコールモノ
フェニルエーテル、フェノール、クレゾール、キシレノール、アルキルフェノールなどの
モノオール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポ
リテトラメチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、１
，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、およびポリエチレングリコール（
両末端水酸基）などのジオールが好適に用いられる。
　エステル化反応には、チタンテトライソプロポキシドなどの触媒を用いてもよいし、無
触媒でも良い。
　エーテル化合物は、ウイリアムソンエーテル合成法などの一般的なエーテル製造法で製
造すればよく、特に制限はない。
【００１６】
　本冷却油は、冷却性や生分解性の観点より上述のエステルやエーテルのうち少なくとも
いずれか1種を５０質量％以上含むことが好ましく、６０質量％以上であることがより好
ましく、７０質量％以上であることがさらに好ましく、８０質量％以上であることがもっ
とも好ましい。もちろん、冷却油として上述したエステルやエーテルのうち少なくともい
ずれかを１００質量％用いてもよい。
【００１７】
　本冷却油は、冷却性の観点より８０℃における熱浸透率が５００J／ｓ０．５・ｍ２・
Ｋ以上であることが好ましく、５０５J／ｓ０．５・ｍ２・Ｋ以上であることがより好ま
しく、５１０J／ｓ０．５・ｍ２・Ｋ以上であることがさらに好ましい。
【００１８】
　本冷却油は、８０℃動粘度が２ｍｍ２／ｓ以上、３０ｍｍ２／ｓ以下であることが好ま
しく、より好ましくは２ｍｍ２／ｓ以上、２０ｍｍ２／ｓ以下である。８０℃動粘度が２
ｍｍ２／ｓ未満であると、例えばモーターの冷却油として用いた場合、摺動部における潤
滑性が不足するおそれがある。一方、８０℃動粘度が３０ｍｍ２／ｓを超えると、モータ
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ーの冷却油として系内循環等に支障をきたすおそれがある。
【００１９】
　本冷却油としては、上述したエステルやエーテルに他の成分（基油）を混合して使用す
ることもできる。その場合、他の成分の種類としては特に制限はないが、本発明の効果を
損なわない程度に混合する必要がある。特に、上述した粘度範囲を損なわず、さらに冷却
性、絶縁性および潤滑性を損なわない成分であると、モーターの冷却用として好ましい。
　このような他の成分としては、鉱油あるいは合成油が好ましく挙げられる。鉱油として
は、例えばナフテン系鉱油、パラフィン系鉱油、ＧＴＬ鉱油、ＷＡＸ異性化鉱油などが挙
げられる。具体的には、溶剤精製あるいは水添精製による軽質ニュートラル油、中質ニュ
ートラル油、重質ニュートラル油、ブライトストックなどが例示できる。
　一方、合成油としては、ポリブテンまたはその水素化物、ポリα－オレフィン（１－オ
クテンオリゴマー、１－デセンオリゴマー等）またはその水素化物、α－オレフィンコポ
リマー、アルキルベンゼン、ポリオールエステル、二塩基酸エステル、ポリオキシアルキ
レングリコール、ポリオキシアルキレングリコールエステル、ポリオキシアルキレングリ
コールエーテル、ヒンダードエステル、シリコーンオイルなどが挙げられる。
【００２０】
　上述した本発明の冷却油は、各種の機器冷却用として好適に使用できる。特に、電気自
動車やハイブリッド車等の電動モーター装着車用のモーター冷却用として好適であり、さ
らには、バッテリー、インバーター、エンジン、電池等の冷却にも好適に使用できる。
　なお、本冷却油に対しては、本発明の目的を阻害しない範囲で種々の添加剤を配合する
ことができる。例えば、粘度指数向上剤、酸化防止剤、清浄分散剤、摩擦調整剤（油性剤
、極圧剤）、耐摩耗剤、金属不活性化剤、流動点降下剤、および消泡剤などを必要に応じ
て配合することができる。
【００２１】
　粘度指数向上剤としては、例えば、非分散型ポリメタクリレート、分散型ポリメタクリ
レート、オレフィン系共重合体（例えば、エチレン－プロピレン共重合体など）、分散型
オレフィン系共重合体、スチレン系共重合体（例えば、スチレン－ジエン水素化共重合体
など）などが挙げられる。これら粘度指数向上剤の質量平均分子量は、例えば分散型およ
び非分散型ポリメタクリレートでは５千以上、３０万以下が好ましい。また、オレフィン
系共重合体では８００以上、１０万以下程度が好ましい。これらの粘度指数向上剤は、単
独でまたは複数種を任意に組合せて配合させることができるが、その配合量は、冷却油全
量基準で０．１質量％以上、２０質量％以下の範囲が好ましい。
【００２２】
　酸化防止剤としては、アルキル化ジフェニルアミン、フェニル－α－ナフチルアミン、
アルキル化フェニル－α－ナフチルアミン等のアミン系酸化防止剤、２，６－ジ－ｔ－ブ
チルフェノール、４，４’－メチレンビス（２，６－ジ－ｔ－ブチルフェノール）、イソ
オクチル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、
ｎ－オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオ
ネート等のフェノール系酸化防止剤、ジラウリル－３，３’－チオジプロピオネイト等の
硫黄系酸化防止剤、ホスファイト等のリン系酸化防止剤、さらにモリブデン系酸化防止剤
が挙げられる。これらの酸化防止剤は単独でまたは複数種を任意に組合せて含有させるこ
とができるが、通常２種以上の組み合わせが好ましく、その配合量は、冷却油全量基準で
０．０１質量％以上、５質量％以下が好ましい。
【００２３】
　清浄分散剤としては、アルカリ土類金属スルホネート、アルカリ土類金属フェネート、
アルカリ土類金属サリチレート、アルカリ土類金属ホスホネート等の金属系洗浄剤、並び
にアルケニルコハク酸イミド、ベンジルアミン、アルキルポリアミン、アルケニルコハク
酸エステル等の無灰系分散剤が挙げられる。これらの清浄分散剤は１種を単独で用いても
よく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。その配合量は、冷却油全量基準で、０．１
質量％以上、３０質量％以下が好ましい。



(7) JP 2012-17391 A 2012.1.26

10

20

30

【００２４】
　摩擦調整剤や耐摩耗剤としては、例えば硫化オレフィン、ジアルキルポリスルフィド、
ジアリールアルキルポリスルフィド、ジアリールポリスルフィドなどの硫黄系化合物、リ
ン酸エステル、チオリン酸エステル、亜リン酸エステル、アルキルハイドロゲンホスファ
イト、リン酸エステルアミン塩、亜リン酸エステルアミン塩などのリン系化合物、塩素化
油脂、塩素化パラフィン、塩素化脂肪酸エステル、塩素化脂肪酸などの塩素系化合物、ア
ルキル若しくはアルケニルマレイン酸エステル、アルキル若しくはアルケニルコハク酸エ
ステルなどのエステル系化合物、アルキル若しくはアルケニルマレイン酸、アルキル若し
くはアルケニルコハク酸などの有機酸系化合物、ナフテン酸塩、ジチオリン酸亜鉛（Ｚｎ
ＤＴＰ）、ジチオカルバミン酸亜鉛（ＺｎＤＴＣ）、硫化オキシモリブデンオルガノホス
ホロジチオエート（ＭｏＤＴＰ）、硫化オキシモリブデンジチオカルバメート（ＭｏＤＴ
Ｃ）などの有機金属系化合物などが挙げられる。その配合量は、冷却油全量基準で０．１
質量％以上、５質量％以下が好ましい。
【００２５】
　金属不活性化剤としては、ベンゾトリアゾール、トリアゾール誘導体、ベンゾトリアゾ
ール誘導体、チアジアゾール誘導体等が挙げられ、その配合量は、冷却油全量基準で０．
０１質量％以下、３質量％以下が好ましい。
　流動点降下剤としては、例えばエチレン－酢酸ビニル共重合体、塩素化パラフィンとナ
フタレンとの縮合物、塩素化パラフィンとフェノールとの縮合物、ポリメタクリレート、
ポリアルキルスチレン等が挙げられ、特に、ポリメタクリレートが好ましく用いられる。
これらの配合量は、冷却油全量基準で０．０１質量％以上、５質量％以下が好ましい。
　消泡剤としては、液状シリコーンが適しており、例えば、メチルシリコーンやフルオロ
シリコーンなどが好適である。これら消泡剤の好ましい配合量は、冷却油全量基準で０．
０００５質量％以上、０．０１質量％以下である。
【実施例】
【００２６】
　次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってな
んら限定されるものではない。
　具体的には、表１に示すような各冷却油（試料油）を調製して、各種の評価を行った。
評価方法（物性測定方法）および試料油の調製方法は以下の通りである。
【００２７】
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【表１】

【００２８】
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〔物性測定方法〕
（１）動粘度
　ＪＩＳ Ｋ ２２８３に規定される「石油製品動粘度試験方法」に準拠して測定した。
（２）熱伝導率
　デカゴン社製　熱特性計ＫＤ２ｐｒｏを用い、シングルニードルセンサーにて測定した
。
（３）密度
　ＪＩＳ Ｋ ２２４９に規定される「原油および石油製品－密度試験方法」に準拠して測
定した。
（４）比熱
　示差走査熱量計（パーキンエルマー社製ダイヤモンドＤＳＣ）を用い、窒素フロー下、
２０℃から１５０℃まで１０℃／分の昇温速度で測定した。
（５）熱浸透率
　上記で測定した８０℃における熱伝導率、密度および比熱の値を用い、熱を奪い取る能
力（冷却性）の指標として次式により８０℃での値を求めた。
　　　　　　熱浸透率＝（密度×比熱×熱伝導率）１／２

（６）生分解度（ＢＯＤ）
　タイテック株式会社製ＢＯＤテスター２００Ｆを使用し、ＪＩＳ Ｋ ６９５０に準拠し
て、２８日間の生分解性試験を行って求めた。
（７）冷却速度
　ＪＩＳ　Ｋ２２４２に規定される「冷却性能試験方法：Ａ法」を用い、２００℃に加熱
した銀棒を８０℃に加熱した２００ｍｌの試料油に入れ、銀棒表面の温度変化から１００
℃における冷却速度を求めた。
【００２９】
〔実施例１〕
　５００ミリリットルのディーン・スターク装置付き四つ口フラスコに安息香酸メチル（
東京化成工業株式会社製　試薬）２４５ｇ、ポリエチレングリコール２００（東京化成工
業株式会社製　試薬）１１７ｇ、チタンテトライソプロポキシド（東京化成工業株式会社
製　試薬）０．１ｇを入れ、窒素気流攪拌下にメタノールを留去しながら１５０℃で４時
間反応させた。その後、飽和食塩水による洗浄と、０．１規定水酸化ナトリウム水溶液に
よる洗浄を各々３回行った後、無水硫酸マグネシウム（東京化成工業株式会社製　試薬）
で乾燥させた。硫酸マグネシウムを濾過した後、過剰の原料エステルを留去して、ポリエ
チレングリコール２００の安息香酸ジエステルを２１９ｇ得た。
　このエステルを試料油として上述の各物性を測定した。
【００３０】
〔実施例２〕
　安息香酸メチル２４５ｇ、ポリエチレングリコール２００　１１７ｇの代わりに、フェ
ニル酢酸メチル（東京化成工業株式会社製　試薬）１８０ｇ、ジエチレングリコール（東
京化成工業株式会社製　試薬）４３ｇを用いたこと以外は、実施例１と同様に行って、ジ
エチレングリコールのフェニル酢酸ジエステルを９８ｇ得た。
　このエステルを試料油として上述の各物性を測定した。
【００３１】
〔実施例３〕
　１リットルのディーン・スターク装置付き四つ口フラスコにアゼライン酸（東京化成工
業株式会社製　試薬）１３６ｇ、ベンジルアルコール（東京化成工業株式会社製　試薬）
２３３ｇ、混合キシレン８０ｍｌ（東京化成工業株式会社製　試薬）、チタンテトライソ
プロポキシド（東京化成工業株式会社製　試薬）０．１ｇを入れ、窒素気流攪拌下に水を
留去しながら１６５℃で４時間反応させた。その後、実施例１と同様に後処理をして、ア
ゼライン酸ジベンジルを２４６ｇ得た。
　このエステルを試料油として上述の各物性を測定した。
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〔実施例４〕
　安息香酸メチル２４５ｇ、ポリエチレングリコール２００　１１７ｇの代わりに、安息
香酸メチル（東京化成工業株式会社製　試薬）２３１ｇ、エチレングリコールモノベンジ
ルエーテル（東京化成工業株式会社製　試薬）２２８ｇを用いたこと以外は実施例１と同
様に行って、エチレングリコールモノベンジルエーテルの安息香酸エステルを３５２ｇ得
た。
　このエステルを試料油として上述の各物性を測定した。
【００３３】
〔比較例１〕
　エチルジフェニル（新日鐵化学株式会社製　商品名：サームエス６００）を試料油とし
て上述の各物性を測定した。
【００３４】
〔比較例２〕
　ベンジルアルコール２３３ｇの代わりに、シクロヘキサンメタノール（東京化成工業株
式会社製　試薬）２４６ｇを用いたこと以外は実施例３と同様に行って、シクロヘキサン
メタノールのアゼライン酸ジエステルを２５１ｇ得た。
　このエステルを試料油として、上述の各物性を測定した。
【００３５】
〔比較例３〕
　パラフィン系鉱物油（出光興産株式会社製　商品名；ダイアナフレシアＰ３２）を試料
油として上述の各物性を測定した。
【００３６】
〔比較例４〕
　安息香酸メチル２４５ｇ、ポリエチレングリコール２００　１１７ｇの代わりに２－エ
チルヘキサン酸（東京化成工業株式会社製　試薬）１６５ｇと、ネオペンチルグリコール
（東京化成工業株式会社製　試薬）５２ｇを用いたこと以外は実施例１と同様に行って、
ネオペンチルグリコール２－エチルヘキサン酸ジエステル１６０ｇを得た。
　このエステルを試料油として、上述の各物性を測定した。
【００３７】
〔比較例５〕
　アゼライン酸ジ２－エチルヘキシル（東京化成工業株式会社製　試薬）を試料油として
上述の各物性を測定した。
【００３８】
〔評価結果〕
　表１に示すように、実施例１から４までの各試料油（本発明の冷却油）は、いずれも２
個の芳香族基（芳香環）が主鎖両末端に結合したエーテルまたはエステルであるので、冷
却性に優れ、さらに生分解性にも優れる。また、８０℃における動粘度も所定の範囲内で
あるので冷却油が摺動部分を流れる際にも潤滑性に優れる。それ故、本発明の冷却油は、
電気自動車やハイブリッド車用のモーター冷却油として好適であることが理解できる。
　一方、比較例１の試料油は、２個の芳香族基を有する化合物であるが、いわゆる主鎖部
分を有さず、冷却性に劣る。また、この化合物は芳香族炭化水素であるため生分解性がほ
とんどない。比較例２の試料油は、２個の環状構造置換基が主鎖両末端に結合したエステ
ルであるが、この環状構造置換基は芳香族基ではなく飽和炭化水素基であるので冷却性が
十分でない。比較例３の試料油は、パラフィン系鉱物油であるので冷却性に劣り、生分解
性もほとんどない。比較例４、５の試料油は、エステルであるが、主鎖の両末端に芳香族
基が結合しておらず冷却性に劣る。
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